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	個人事業主対象
	源泉徴収
	事務指導会
	　 従業員や専従者、パート・アルバイトなどを雇用している場合は、税務署への給与の報告や給与支払いの際に所得税を差し引いて納付する「源泉徴収」の手続きが必要です。四国税理士会松山支部の協力を得て、源泉徴収事務指導会を 開催いたしますので、対象となる方はご参加ください。
	納付･報告期限
	日時
	７月１日(水)～３日(金) ７月６日(月)～７日(火)
	令和８年
	＜午前＞　９：００～１２：００ ＜午後＞１３：００～１６：００
	完全 予約制
	希望日の２日前までにご予約ください
	※お一人３０分間　※当期間以外の源泉徴収の指導は行いません。

	場所
	松山商工会館　５階　第三会議室 （松山市大手町２－５－７）
	対象
	持参物
	✔︎ 令和８年分　給与所得者の源泉徴収簿
	✔︎ 令和８年分　給与所得者の扶養控除申告書

	松山商工会議所 産業振興部
	TEL：089-941-4111


